
 
  

令和８年６月 16日 

 

 

セーラム市親善訪問に伴う議員の派遣について 

 

 

 地方自治法第 100 条第 13 項及び大田区議会会議規則第 132 条の規定に基づき、

下記のとおり議員を派遣する。 

 

記 

 

大田区議会セーラム市親善訪問 

 

１ 派遣の目的  

大田区との姉妹都市提携 35周年を迎えるアメリカ合衆国マサチューセッツ州

セーラム市との更なる友好・親善の促進を図る。 

 

２ 派遣場所 

  アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 セーラム市 

 

３ 派遣期間 

  令和８年 11月 12日（木）から 11月 16日（月）まで 

 

４ 派遣議員 

鈴 木 隆 之 議員  えびさわ 圭介 議員  松 原   元 議員 

平 野 春 望 議員  宮 﨑 かずま 議員 

 

５ その他 

  本議決後、一部変更又は中止の場合の決定は、議長に一任する。 


